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平成 26 年 2 月 10 日 

各 位 

会 社 名 日本カーボン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 伊東 郁夫 

（コード：5302 東証第1部） 

問合せ先 業務管理部長  今井 浩二 

（電話 03‐3552‐6111） 

 

 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新について 

 

 

当社は、平成 25 年 3 月 28 日開催の第 154 回定時株主総会における株主の皆様のご承認

を得て、当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する

と判断される当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」と

いいます。）を導入しております。本プランの有効期間は、平成 25 年 12 月期に関する定

時株主総会の終結の時までであり、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 155 回定時株主総会

（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって満了いたします。 

当社は、平成 26 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、

本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランを更新することを決定い

たしましたので、お知らせいたします。本プランの詳細につきましては、別紙に記載して

おります。なお、上記を決定した取締役会において、監査役会として本プランの更新に異

議はない旨の意見表明がなされました。 
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（別紙） 

 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策） 

 

1． 当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に向けた取組

みについて 

（1） 当社の企業価値の源泉について 

  当社の企業価値の源泉は、1915 年（大正 4 年）の創業以来①わが国カーボン工業の

パイオニアまたリーディングカンパニーとして、蓄積してきた経験とノウハウに基づ

いたカーボン製品に関する総合的な技術力、②カーボンのすぐれた特性を活かし、お

客様の幅広いニーズにきめ細かく応えることのできる、人造黒鉛電極、特殊炭素製品、

炭素繊維複合材料、レスボン製品、リチウムイオン電池負極材など、高品質・高性能

で豊富な製品群、③取引先との強固かつ長期的な信頼関係、④独自技術を持つ人材の

能力発揮に基づく最先端かつ独創的な製品開発力、および⑤健全な財務体質にありま

す。 

 

（2） コーポレート・ガバナンスの取組みの強化 

  当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役（会）、および会計監査人を

設置しております。取締役会においては、意思決定および取締役の業務執行の監督を

行っております。業務執行を迅速かつ効率的に行うため、内部統制機能の充実、職務

権限規定等の運用を行うことにより、その実効性を図っております。また、コンプラ

イアンスを含むリスク管理、経営の透明性確保や公正な情報開示等の取り組みを行っ

ております。 

  また、監査役 3 名のうち、2 名は独立性を有する社外監査役とし、一般株主と利益

相反の生じる恐れがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。 

 更に、当社取締役の任期を 1 年とすることにより、業務執行の監視体制の強化を図っ

ております。今後とも当社のガバナンス体制のより一層の強化を進めてまいります。 

  当社は、以上に関連する諸施策を実行し、当社の企業価値の向上および会社の利益

ひいては株主共同の利益の実現を図ってまいります。 

 

2． 企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大

量買付行為の存在 

以上のとおり、当社は、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の

実現に全力で取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検

討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを

経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行するといった動きも見受けられ

ます。 

もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが買収対象である会社の取締役会の賛

同を得ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向
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上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定

されるべきものではないと考えます。 

しかし、このような株券等の大量買付行為の中には、真に会社経営に参加する意思が

ないにもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株券等を高値で会社関係者

等に引き取らせる目的で行うものなど、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の

利益を著しく損なうことが明白ないわゆる「濫用的買収」が存在する可能性があること

は否定できません。 

 

3． 本プラン更新の必要性 

こうした中で、当社の企業価値を向上させ、会社の利益ひいては株主共同の利益を実

現するためには、①高い技術力・開発力と人格を兼ね備えた社員の育成、②創業以来の

ノウハウや実績などを結集した、質の高いサービスの提供の継続、③長年にわたり培っ

てきた顧客および高い加工能力を有するグループ会社などとの信頼関係・連携の維持、

④顧客・現場重視の企業文化および健全な財務体質の維持が必要不可欠であり、これら

が当社株券等の大量買付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、

当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益は毀損される可能性がありま

す。 

特に、当社の主要事業である、カーボン製品は、常に新たな分野への用途開発や新素

材開発が大切であり、経営方針が業績に反映されるには中長期間を要するため、経営方

針についても中長期的な視点が必要不可欠であり、短期的成果配分を目指す経営方針で

は、企業基盤の存立を危うくし、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益は

毀損されることになりかねません。 

さらに、大量買付行為が行われる際には、当社グループの有形無形の経営資源、将来

を見据えた施策の潜在的効果、その他当社グループの企業価値を構成する事項など、

様々な事項を株主の皆様が適切に把握し、当該買収が当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断していただく必要があります。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた

際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当

社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株

主の皆様のために当該買収者に対する協議・交渉等を行うことを可能としたりすること

により、当社の企業価値の向上および株主共同の利益を実現するための合理的な枠組み

として、下記 4．「本プランの内容」以下にその詳細を記載する本プランの更新が必要で

あると判断しました。 

なお、現在当社は、買収の具体的な脅威に晒されているわけではありません。当社の

直近の大株主の状況等は別紙 1「大株主の状況等」のとおりであり、個人や金融機関を

中心に株主は広く分散しております。 
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4． 本プランの内容 

（1） 本プランの概要 

本プランは、大量買付者（下記（3）イ.に定義します。）が大量買付行為を行うに

あたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付

行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社

の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判

断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予

約権の無償割当ての方法（会社法第 277 条以下に規定されています。）により、当社

取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるもの

です。また、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を

発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられること

もあります。 

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）には、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当

社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に

当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。本新株予約権の詳

細については、下記（4）「本新株予約権無償割当ての概要」をご参照ください。 

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、

当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、

大幅に希釈化される可能性があります。 

なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録

を行うことがあります。 

当社は、本プランにつき株式会社東京証券取引所の規則に基づき適時開示を行うと

ともに、当社のホームページ（http://www.carbon.co.jp/）に本プランを掲載いたし

ます。 

 

（2） 本プランの更新手続－本定時株主総会における承認 

本プランは、当社現行定款第 15 条に基づくものでありますが、本プランの更新に

あたり株主の皆様の意思を適切に反映するため、同条の規定に基づき、本定時株主総

会における決議によるご承認をいただくことを条件とします。 

 

（3） 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

イ. 対象となる大量買付行為 

当社は、当社取締役会が別途定める場合を除き、以下の①もしくは②に該当する

行為またはこれらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除

きます。このような行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまた

は行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。）がなされ、またはなされよ

うとする場合には、本プランに基づく対抗措置の発動を検討いたします。 

① 当社が発行者である株券等*1 について、保有者*2 の株券等保有割合*3 が 20％以
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上となる買付け 

② 当社が発行者である株券等*4 について、買付け*5 を行う者の株券等所有割合*6 お

よびその特別関係者*7 の株券等所有割合の合計が 20％以上となる当該株券等の

買付け 

 

*1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。本書において別段の定めがない限り同じと

します。 

*2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含み

ます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において別段の定めがない限り同じとし

ます。 

*3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。本書において別段の定めがない限

り同じとします。 

*4 金融商品取引法第 27 条の 2第 1 項に規定する株券等をいいます。②において同じとします。 

*5 買付けその他の有償の譲受けをいい、金融商品取引法施行令第 6 条第 3 項に規定される有償の譲受けに類する

ものを含みます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 

*6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。本書において別段の定めがない限り

同じとします。 

*7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると認めた

者を含みます。）。ただし、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開

示に関する内閣府令第 3 条第 2項で定める者を除きます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 

 

ロ. 本プランの公表および大量買付者に対する情報提供の要求 

大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の

実行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の

各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）を記載した、本プランに定

める手続を遵守する旨の意向表明を含む日本語による買付提案書を、当社の定める

書式により提出していただきます。なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款

の写しその他大量買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。 

当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記ニ.に定

める独立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報

では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断およ

び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判

断する場合には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を大量買付者から日本語

で提供していただきます（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付

者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の

皆様が買収の是非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要

な水準を超える追加情報提供の要求を行わないこととします。）。かかる追加情報提

供の要求は、適宜回答期限（原則として 60 日を上限とします。）を定めた上で、上

記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後 10 日以内に行うこととします。 
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ⅰ. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの

場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、

業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に関す

る情報等を含みます。） 

ⅱ. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買

付提案書提出日前 60 日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、

大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案

行為等（金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、同法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1

項および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定する

重要提案行為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、そ

の旨および概要を含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載し

ていただきます。）、方法および内容（大量買付行為による取得を予定する当社

の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行為

の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量買

付行為の実行の可能性等を含みます。） 

ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、

算定に用いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じるこ

とが予想されるシナジーの額およびその算定根拠等を含みます。）の概要 

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）

の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

ⅵ. 大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社および当社グ

ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業

計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただし、大量買付者

による買収提案が、少数株主が残存しない 100％の現金買収の場合、本号の情

報の提供については概略のみで足りることとします。） 

ⅶ. 大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グルー

プに係る利害関係者の処遇方針 

ⅷ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

ⅸ. 反社会的勢力またはテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的で

あるかを問いません。）および関連性が存在する場合にはその内容 

ⅹ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場

合はその事実について、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受

領の事実について、直ちに株主の皆様等に情報開示を行います。大量買付者から当

社取締役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要である

と当社取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様等に情報

開示を行います。 
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ハ. 当社取締役会の検討手続 

当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報につき、株主の皆様が買

収の是非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を

満たしていると判断した場合は、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始

期および終期を、直ちに大量買付者および独立委員会に通知し、株主の皆様等に情

報開示を行います。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日

から原則として 60 日以内（以下「取締役会評価期間」といいます。）に、必要に応

じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を含みます。）の助言を

得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記ニ．に定める独立委

員会による勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会として

の意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主

の皆様等に情報開示を行います。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買

付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の

皆様に代替案を提示することもあります。 

大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開

始することができるものとします。ただし、下記ト.に定める不発動決定通知を受

領した場合は、大量買付者は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行

うことが可能となります。 

 

ニ. 独立委員会の設置 

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本

プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当と考えられる一

定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います

が、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から

独立した組織として、独立委員会を設置することとします。独立委員会は、3 名以

上の委員より構成され、委員は、当社取締役会が当社の社外監査役および社外有識

者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）の中から選任するものとします。 

本プラン更新時の独立委員会の委員には、別紙 2「独立委員会委員の氏名および

略歴」記載の各氏を予定しております。独立委員会規則の概要は、別紙 3「独立委

員会規則の概要」に記載のとおりです。また、独立委員会の判断の概要については、

適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示を行います。 

 

ホ. 対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性およ

び公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。 

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置
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の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、

当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナ

ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専門家を含みます。）の

助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行い

ます。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会に

よる勧告を最大限尊重するものといたします。 

また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当

社監査役全員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をするこ

とといたします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様等に情報開示を

行います。 

なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供

する本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投

資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他

の専門家を含みます。）の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行

為の具体的内容ならびに当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是

非を判断するものとします。 

 

ヘ. 対抗措置の発動の条件 

ⅰ.  大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行

おうとする場合 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わず、大量買付行

為を行い、または行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の

如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては

株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を

最大限尊重した上で、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利

益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることとい

たします。 

ⅱ.  大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行お

うとする場合 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い、または行

おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反

対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、

原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の

提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必

要情報およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判

断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い、
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または行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付

行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買

付者の買付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひ

いては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会

評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による

勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益を確保し、または向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じ

ることがあります。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当し、かつ

発動が必要かつ相当と判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づ

く大量買付行為は当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を

著しく害するものに該当すると考えます。 

 

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合 

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付

者の利益実現を狙う買収である場合 

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業

価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすような買収である場合 

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一

時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、

当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすような買収である場合 

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分また

は不適切な買収である場合 

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行う

など、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合 

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来

の企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合

の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合 

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であ

る場合 

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 

a． 当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害

するおそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合 

b． 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および会

社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害されることを回避するこ

とができないか、またはそのおそれがある場合 

 



10 

ト. 当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定 

当社取締役会は、上記へ.ⅰ.またはⅱ.のいずれの場合も、独立委員会の勧告を

最大限尊重した上で、対抗措置の発動または不発動に関する決定を行います。 

当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場合、直ちに当該

決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知（不発動の

決定に係る通知を、以下「不発動決定通知」といいます。）し、株主の皆様等に情

報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会か

ら不発動決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能と

なります。 

 

チ. 当社取締役会による再検討 

当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であって

も、大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止し

た場合など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて

独立委員会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、

対抗措置の発動または中止に関する決定を行うことができます。 

当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取

締役会が適切と認める事項について、大量買付者に通知し、株主の皆様等に情報開

示を行います。 

 

（4） 対抗措置の概要 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙 4「日本カ

ーボン株式会社 新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。

本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める

一定の日（以下「割当期日」といいます。）における、最終の株主名簿に記載または

記録された株主（ただし、当社を除きます。）に対し、その保有株式 1 株につき新株

予約権 1個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられます。 

本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使

価額）は金 1 円とし、本新株予約権 1 個の行使により、本新株予約権に係る新株予約

権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式 1 株以下で当社

取締役会が定める数の当社普通株式が交付されます。なお、当社は、本新株予約権の

行使がなされた場合に、当該本新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端

数があるときは、適用法令に従い端数の処理を行います。 

ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができない

ものとします。 

また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取

得条項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびその関係者以外の本新株予約権

者から、当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当

社は一定の条件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。 
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さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。 

上記（1）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法

令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断され

た場合には、当該その他の対抗措置が用いられることがあります。 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切

と認める事項について、適時に株主の皆様等に情報開示を行います。 

 

（5） 本プランの有効期間、廃止および変更 

更新後の本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成 26 年 12 月期

に関する定時株主総会の終結の時までとします。当社の取締役の任期は 1 年であり、

かかる取締役の任期に合わせて本プランの有効期間も 1 年とするのが、株主の皆様の

意思の重視により資すると考えております。ただし、本プランは、有効期間の満了前

であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合

または②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その

時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議

による委任の範囲内において、必要に応じて、独立委員会の意見を得た上で、本プラ

ンの技術的な修正または変更を行う場合があります。 

なお、本プランは平成 26 年 2 月 10 日現在施行されている法令の規定を前提として

おりますので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加

える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的な考え

方に反しない範囲で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。 

本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事

実その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに株主の皆様等に情報開

示を行います。 

また、平成 26 年 12 月期に関する定時株主総会の終結の時以降における本プランの

内容につきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの更新、または新たな内

容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。 

 

5． 本プランの合理性 

（1） 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原

則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、

「必要性・相当性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取

引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プ

ランは、平成 20 年 6 月 30 日に公表された、経済産業省に設置された企業価値研究会

の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案してお

ります。 
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（2） 企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として

更新されていること 

本プランは、上記 3.に記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた

際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役

会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とす

るために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的として更新されるものです。 

 

（3） 株主意思を重視するものであること（サンセット条項） 

本プランは、当社現行定款第 15 条に基づくものでありますが、本プランの更新に

あたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、上記 4.（2）に記

載のとおり、本定時株主総会において、本プランのご承認をお諮りします。本定時株

主総会において本プランをご承認いただけない場合は、本プランは更新されず、廃止

されることとなります。また、上記 4.（5）に記載のとおり、本プランの有効期間の

満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの更新だけ

でなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の

皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて

具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。したがって、当該発動条件に従った対

抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。 

 

（4） 独立性の高い社外者の判断を重視していること 

当社は、上記 4.（3）ニ.に記載のとおり、当社取締役会の判断の合理性および公正

性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社社外監査役および社外有識者により構成されます。 

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うこ

とにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防

ぐとともに、独立委員会の判断の概要については適宜株主の皆様等に情報開示を行う

こととされており、当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益

の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

（5） 合理的な客観的要件を設定していること 

本プランは、上記 4.（3）ホ.およびヘ.に記載のとおり、予め定められた合理的な

客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会に

よる恣意的な発動を防止する仕組みを確保しております。 

 

（6） 独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること 
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本プランにおいては、上記 4.（3）ハ.およびホ.に記載のとおり、大量買付者が出

現した場合、取締役会および独立委員会が、当社の費用で、独立した地位にある第三

者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、そ

の他の専門家を含みます。）の助言を得ることができることとされています。これに

より、取締役会および独立委員会による判断の合理性および公正性がより強く担保さ

れる仕組みが確保されています。 

 

（7） デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記 4.（5）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で

構成される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の

構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッド・ハンド型

買収防衛策ではありません。 

また、当社は、取締役の任期を 1 年としており、期差任期制度を採用していないた

め、本プランは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動

を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。 

 

6． 株主および投資家の皆様への影響 

（1） 本プラン更新時に株主および投資家の皆様に与える影響 

本プランの更新時点においては、対抗措置自体は発動されませんので、株主および

投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありま

せん。 

 

（2） 本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議において別途定め

る割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につき 1 個以上で当社

取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提とす

る限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関して希釈化は生じません。 

もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わ

ない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社

株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定によ

り、下記（4）ロ.に記載する手続により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられ

ていない株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付

することがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に

従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当

の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、その保有する株式 1 株あ

たりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。 

なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、

本新株予約権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取

得する場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの
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株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の

変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

（3） 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際し

て株主および投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されて

いるため、当該行使または取得に際して、大量買付者およびその関係者の法的権利ま

たは経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量

買付者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の株式に係る法

的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりませ

ん。もっとも、本新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、

本新株予約権の行使または本新株予約権の当社による取得の結果株主の皆様に当社株

式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式が記録されるまでの期間、

株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、

譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意くださ

い。 

 

（4） 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

イ. 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に

対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容お

よび数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別

口座を除きます。）等の必要事項、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社

所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付

いたします。 

本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が本新株予約権の行使期間中に、これ

らの必要書類を提出した上、本新株予約権 1 個あたり金 1 円を払込取扱場所に払い

込むことにより、1 個の本新株予約権につき、1 株以下で当社取締役会が定める数

の当社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する

法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される当社普通株式につ

いては、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を

行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点にご注意

ください。 

 

ロ. 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項ごとに、取締役会の決

議を行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権
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を取得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に

交付することとした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、

かかる株主の皆様には、別途、ご自身が本新株予約権の要項に従い行使が禁じられ

ている大量買付者およびその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条

項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあり

ます。 

上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方

法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が決定された後、株主

の皆様に開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

以上 
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別紙1 

大株主の状況等 

 

１．【大株主の状況】 

平成25年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海1-8-11 6,900 5.83

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 5,625 4.75

山内 正義 千葉県浦安市 4,384 3.71

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 3,792 3.21

ドイッチェバンク アーゲー 
フランクフルト 

ＪＯＮＧＨＯＦＳＴＲＡＳＳＥ ５／１１
ＦＲＡＮＫＦＵＲＴ 

3,101 2.62

クリアストリーム バンキング 
エス エー 

４２，ＡＶＥＮＵＥ ＪＦ ＫＥＮＮＥＤ
Ｙ，Ｌ－１８５５ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ 

2,148 1.82

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1-8-11 2,107 1.78

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町2-11-3 1,592 1.35

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ ３５１ ＢＯＳＴＯＮ Ｍ
ＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ ０２１０１
Ｕ．Ｓ．Ａ． 

1,546 1.31

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 1,319 1.12

計  32,516 27.48

(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6,900千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社   1,592千株 

２ 上記のほか当社所有の自己株式 4,629千株（3.91％）ある。 

 

２．【所有者別状況】 

平成25年12月31日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び
地方公共
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者

その他の
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

0 43 60 110 97 8 14,231 14,549 ―

所有株式数 
(単元) 

0 25,091 3,324 5,852 11,621 109 71,532 117,529 796,045

所有株式数 
の割合(％) 

0 21.35 2.83 4.98 9.89 0.09 60.86 100.00 ―

 (注) １ 自己株式4,630,775株は「個人その他」に4,630単元及び「単元未満株式の状況」に775株含

めて記載してある。なお、自己株式4,630,775株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成25

年12月31日現在の実質保有残高は、4,629,775株である。 
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別紙2 

 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

本プラン更新にあたり独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

荒木 繁（あらき しげる） 昭和３１年４月２８日生 

当社社外監査役 

［略歴］ 

  昭和５６年４月  安田信託銀行株式会社入行 

  平成１７年７月  みずほ信託銀行総合基金営業部長 

  平成２２年８月  みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員 

  平成２４年３月  当社常勤監査役（社外監査役） 

         （現在に至る） 

 

高橋 明人（たかはし あきと） 昭和５０年３月３０日生 

弁護士 当社社外監査役 

［略歴］ 

平成１２年４月  弁護士登録（第二東京弁護士会） 

平成１７年４月  ニューヨーク州弁護士登録（ニューヨーク州弁護士会） 

平成２１年９月  高橋・片山法律事務所開設 

平成２４年３月  当社監査役（社外監査役） 

       （現在に至る） 

 

富川 正（とみかわ ただし） 昭和１３年７月１７日生 

社団法人日本産業退職者協会理事 

［略歴］ 

昭和３７年４月  安田信託銀行株式会社入行 

平成２年１０月  同行営業統括部営業推進第２部長 

平成３年１０月  安信住宅販売株式会社常務取締役 

平成６年６月   日本橋サービス株式会社代表取締役 

平成１０年３月  当社社外監査役(常勤) 

平成１４年３月  当社社外監査役退任 

平成１７年６月  社団法人日本産業退職者協会常任理事 

平成２４年６月  社団法人日本産業退職者協会理事 

       （現在に至る） 



18 

別紙3 

 

独立委員会規則の概要 

 

第 1 条 当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下、「本プラ

ン」という。）の導入・更新に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、

取締役会の諮問により、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動に関す

る勧告を行い、取締役会の判断の公正性および中立性の確保に資することを目

的とする。 

第 2条 1. 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の社外監査役および以下の条件を満

たした者（以下「社外有識者」という。）の中から選任する。ただし、社外監

査役および社外有識者が、常時少なくとも 1 名ずつ就任していなければならな

い。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対する善管注意義務条

項等を含む契約を当社との間で締結する。 

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、併せて

「当社等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下本条において同

じ。）または監査役（社外監査役は除く。以下本条において同じ。）等とな

ったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親族でな

い者 

③ 当社等との取引先でなく、当社等との間に特別の利害関係のない者 

④ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営

者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研

究対象とする研究者またはこれらに準ずる者） 

2. 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を

決議する場合、出席取締役の 3分の 2以上の賛成によるものとする。 

第 3条 独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議の上決議

し、その決議の内容を、理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、会社

法上の機関として決議を行うにあたり、独立委員会の勧告を最大限尊重しなけ

ればならない。各委員および当社各取締役は、かかる決議にあたっては、専ら

当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資するか否かの観

点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図るこ

とを目的としてはならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益

を著しく害するか否かの決定ならびに対抗措置の発動または不発動 

③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項 

⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 
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⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

第 4条 独立委員会の決議は、原則として委員の 3 分の 2 以上が出席し、出席委員の過

半数をもってこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員の過

半数が出席し、出席委員の過半数をもってこれを行うことができる。 

第 5条 独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、

証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他の専

門家を含む。）の助言を得ることができる。 

第 6条 各委員の任期は、本プランを承認した直近の定時株主総会終結後 1 年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

第 7条 取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。 

第 8条 取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、

取締役 1 名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与

えるよう独立委員会に求めることができる。 

第 9条 独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を説明

しなければならない。 
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別紙 4 

 

日本カーボン株式会社 新株予約権の要項 

 

Ⅰ．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

（1） 新株予約権の内容および数 

下記Ⅱ．記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別にまたは総称して｢新株予

約権｣という。）の無償割当て決議（以下｢新株予約権無償割当て決議｣という。）に

おいて当社取締役会が定める一定の日（以下｢割当期日｣という。）における当社の

最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除

する。）と同数以上で当社取締役会が定める数の新株予約権を割り当てる。 

（2） 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当

社を除く。）に対し、その保有株式 1 株につき新株予約権 1 個以上で当社取締役会

が定める数の割合で、新株予約権を割り当てる。 

（3） 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 

 

Ⅱ．新株予約権の内容 

（1） 新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的であ

る株式の数（以下「対象株式数」という。）は、1 株以下で当社取締役会が定める数

とする。 

（2） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

1）新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下

記 2）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式 1 株あたりの価額（以下「行

使価額」という。）は金 1円とする。 

（3） 新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において定める日を初日とし、新株予約権無償割当て決

議において定める期間とする。ただし、（7）項 2）の規定に基づき当社による新株

予約権の取得がなされる場合、当社が当該取得を通知または公告した日から当該取

得日までの期間、新株予約権を行使することはできない。また、行使期間の最終日

が行使に際して払い込まれる金額の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前

営業日を最終日とする。 

（4） 新株予約権の行使の条件 

1）（ⅰ）特定大量保有者、（ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（ⅲ）特定大量買付者、

（ⅳ）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（ⅴ）上記（ⅰ）ないし（ⅳ）に該

当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継
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した者、または、（ⅵ）上記（ⅰ）ないし（ⅴ）に該当する者の関連者は、新株予

約権を行使することができない。 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27

条の 23 第 1 項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同

法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等

に係る株券保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。）が 20％以上で

ある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。 

② 「共同保有者」とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保

有者を指し、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含む（当社取締

役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）。 

③ 「特定大量買付者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27

条の 2 第 1 項に定義される。以下本③において同じ。）の買付け等（買付けそ

の他の有償の譲受けをいい、金融商品取引法施行令第 6 条第 3 項に規定される

有償の譲受けに類するものを含む。以下同じ。）を行った者で、当該買付け等

の後におけるその者の所有（これに準じるものとして金融商品取引法施行令第

7 条第 3 項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第 27

条の 2 第 8 項に定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有

割合とを合計して 20％以上となる者をいう。 

④ 「特別関係者」とは、金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される（当社

取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。ただし、同項第 1 号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣

府令第 3条第 2項で定める者を除く。 

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしく

はその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、またはその

者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、

他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施

行規則第 3条に定義される。）をいう。 

2）上記 1）にかかわらず、下記①ないし④の各号に該当する者は、特定大量保有者ま

たは特定大量買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第

8 条第 3 項に定義される。）または当社の関連会社（財務諸表等の用語、様式お

よび作成方法に関する規則第 8条第 5項に定義される。） 

② 当社を支配する意図がなく上記 1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当することにな

ったものである旨当社取締役会が認めた者であって、かつ上記 1）（ⅰ）の特定

大量保有者に該当することになった後 10 日間（ただし、当社取締役会はかか

る期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等

することにより上記 1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当しなくなった者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、
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上記 1）（ⅰ）の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役

会が認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得

した場合を除く。） 

④ その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値または会社の利

益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（上記 1）

（ⅰ）ないし（ⅵ）に該当すると当社取締役会が認めた者についても、当社の

企業価値または会社の利益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会

が認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値または会社の利

益ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該

条件が満たされている場合に限る。） 

3）新株予約権者は、当社に対し、自らが上記 1）記載の（ⅰ）ないし（ⅵ）のいずれ

にも該当せず、かつ、上記 1）（ⅰ）ないし（ⅵ）に該当する者のために行使しよう

としている者ではないこと、および新株予約権の行使条件を充足していること等の

表明保証条項、補償条項その他当社が定める事項に関する誓約文言ならびに行使に

係る新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行う

ための振替口座（特別口座を除く。）等の必要事項を記載した書面ならびに法令等

により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができ

るものとする。 

4）新株予約権を有する者が本（4）項の規定により、新株予約権を行使することがで

きない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責

任その他の責任を一切負わないものとする。 

（5） 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金 

新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金および資

本準備金の額は、新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。 

（6） 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

（7） 当社による新株予約権の取得 

1） 当社は、上記（3）項に規定する新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつ

でも、新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、

当社取締役会が定める日をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができ

る。 

2） 当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記（4）項 1）の規定により

新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のうち、当該

取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新

株予約権 1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。 

（8） 合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付およびその条

件 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 
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（9） 新株予約権証券の発行 

新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

（10）法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成 26 年 2 月 10 日現在施行されている規定を前提

としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会に

おいて、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語

の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。 

以上 
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【参考】 

 

当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては 

本文をご参照ください。 

当社取締役会による追加情報提供

の要求（10 日以内、回答期限原則

60 日以内） 

大量買付者による買付提案書の提出 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益を著

しく害するか） 

・情報収集、代替案の検討 

・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家等からの助言の取得 

取締役会評価期間 

原則 60 日以内 

（手続が遵守された場合） （手続が遵守されない場合） 

当社の株券等に対する大量買付行為について、 

当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

記載内容が不十分 

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

企業価値および会社

の利益ひいては株主

共同の利益を著しく

害する場合でない 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

対抗措置発動せず 

（株主の皆様によるご判断） 

本プランに定める手続を遵守

しない大量買付行為であると

認められる場合 

独立委員会が発動を勧告 

記載内容が十分 

諮問 

勧告 

独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言

の取得 

・取締役会に対して対抗措

置の発動の是非について

勧告 

大量買付者による 

手続不遵守を確認 

企業価値および会社

の利益ひいては株主

共同の利益を著しく

害する場合 

対抗措置発動 

（新株予約権の無償割当て等） 


